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神戸 市 にお ける地域 コ ミュニ テ ィ政 策 の系 譜

高　橋 佳　子

1　 は じめに

　筆者は、2005年6月 に策定された神戸市 中期計画の うち、東灘区の中期計画 「であい ・つな ぎあ

い ・育 ちあい東灘」の検討作業 に携わった。その過程 で、地域 コ ミュニテ ィの育成 を目的とする

「地域の将来像を描 く」 を重点項 目として設定するにあた り、地域 コミュニテ ィの成立条件 とは何か

を考 えさせ られ、それがこの小論を書 くきっかけ となっている。

　言 うまでもな く、「コミュニテ ィ」は社会学、法学、政治学、経済学などさまざまな学問分野の研

究対象であ り、あ らゆる研究方法でアプローチがなされている。

　筆者は、限 られた行政経験ではあるが、政策形成の視点か ら、地域の住民 自治 とコミュニテ ィの

あ り方に興味をもって取 り組んで きた。中でも、 この小論で筆者が意図 しているのは、地方行政が

地域 コミュニティをどうとらえて、どのように育成 しようとしているか、それが実際に どのように

機能 しているか、を神戸市の例か ら探ってみることである。

　結論か ら先に書 くと、地域 コミュニティの成立には、ベースとなる地域の大 きさ、その地域で核

となる施設、意思決定権の有無、の三点がキーワー ドではないかと感 じている。

　住民が住 んでいる生活圏の広 さや範囲は、歴史的 に変遷がある。古 くはいわゆる地縁 ・血縁 とい

われる、神社やお寺 をめ ぐるつなが り、水利権や入会権 といった生産関係、自治会や町内会の組織

か ら、鉄道や道路に よって、あるいは学校区によって、人為的に引かれた線で区切 られた りして変

わって きた。昨今は地理的な条件 にしばられず、情報縁や選択縁 と呼ばれるつなが りによって形成

されるコミュニティも発達 している。

　人が集 まって活動するためには、拠点 となる施設が必要である。神社 の社務所や 自治会館が利用

されているところ もある し、行政が設置 した地区セ ンターが利用 されている場合 もある。新開発団

地には最初か らそういう施設が計画 されていることが多いが、そうでない ところでは地域の要望 と

して、センターの建設が真っ先に上がって くることが多い。

　 コミュニティが形成 されるのは、道路建設反対や公害工場反対 というような住民運動が発端 にな

ることが多い。その場合には解決す るべ き課題について住民の意思形成がはっ きりしている。最近

では、行政が政策決定を行 うにあた り、住民の意見を聞 くためにコミュニティの形成 を促進する場
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合 もある。

　神戸市においては、特 に震災後、市が設定 した課題に、住民が ある程度の裁量 をもって決定に参

加する方式が定着 して きたが、 この ような住民参加 と住民の 自己決定とは違 うのではないかと、私

は感 じている。

　以上の ような問題意識か ら、地域政策 としての コミュニテ ィを取 り上げる。本稿ではまず、神戸

市 において、市行政当局が地域 コミュニティについて どの ように認識 し、 コミュニテ ィ政策 をすす

めて きたか、について振 り返ってみる。

2　 神戸市の コミュニテ ィ政策の系譜

　 神戸市では、1965年11月 に、は じめての神戸市総合基本計画(マ ス タープラン)が 策定 された。

そのf備 作業は数年前か ら進め られていたが、その過程で市民代表 ・行政機関の長 ・学者など125名

で構成 され る審議会が開催 された。そのなかで、コ ミュニティに関する議論がなされたのが、最初

ではないか と思われる。

　議論の中心 となったのは、従来の 日本社会の地縁 ・血縁 にかわ り、都市のコミュニテ ィ形成の必

要性 と、その核 となる集会施設である。

　神戸市 は地域の中心 とな りうる施設 としての公民館 を整備 してこなかった。コ ミュニティ形成の

核 としては、欧米における教会 に対 し、 日本では小学校 が中心になるべ きではないか、 という意見

が展開されている。

　公民館が地縁 的なもの として否定的に評価 されたのに対 し、学校は、市民の自発的な市政への関

与 と近隣住 区の精神的な核 として、 また社会教育の場 として も望 ましいと位置づけ られていた よう

である。

　 この議論 の成果は、マス タープランに具体的な事業 としては盛 り込 まれなかった。 しか し、その

頃か ら神戸市の行政担当者には、地域 コ ミュニティ形成 の必要性 についての意識 と自覚があったの

は確 かなことで、その後の施策 にいろいろな形をとって現れることになる。

　 このときの議論で興味深いのは、「この近隣住区が、工学的な単なる計画手法一容れもの計画一 で

あるのか、その中にはいる人間の連帯 と文化変容をめざ したものであるのか、が原案作成時に、 と

くに福祉計画 と関連 して論議 された。結局原案では、市のマスタープランが市民の精神構造にまで

立 ち入 り指導す るのはおか しいではないかという論が大勢 を占め、近隣住区は容れ もの計画 として

規定された。」(註1)と いう一節である。

　前段の議論は、後 に地域福祉セ ンターを建設する際の、ふれあいの まちづ くり協議会 との関係 に

見 られる、市民の活動が先か、施設建設が先かという議論 につながる部分があるように思われる。

また後段の議論は、80年 代後半か ら、市の行政各局がそれぞれの行政 目的を達成するために、直接
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コミュニテ ィに働 きかけて自前の組織 を作 っていった動 きと比較す ると、いかにも節度を持 った態

度に感 じられる。

　 マスター一プランが策定 された翌年、1966年 に 「住 みよい神戸を考える会」が発足 した。これは、

30年 後(21世 紀の神戸を想定 していると考え られる)の 、住みよい神戸の姿 を描いたマスタープラ

ンの実現 に向けて、神戸新聞社、関西学院大学社会学部、神戸市の三者が、報道 ・研究 ・施策のそ

れぞれの機能を生か しなが ら活動 しようとする趣 旨で、数年間にわたって継続的に開催 された。

　 ここでは小学校 を近隣住区のセンターとして位置づ ける考えが打 ち出されている。

　住み よい神戸 を考える会 はこの後、住民 との懇談会 を通 じてコミュニテ ィ形成の条件 は何か、あ

るべ きコミュニティ像は何か を追求してい く。

　こういう経過の中で、実際に実現 したコミュニティ政策、コ ミュニティ活動は、年代的に羅列す

ると以下のようになる。

　丸山コミュニティ

学校公園構想

　地域 カルテの作成

　真野地区の活動

都市計画法におけるまちづ くりへの住民参加

　神戸市地区計画及びまちづ くり協定に関する条例

　ふれあいのまちづ くり協議会 と地域福祉セ ンター

　 (阪神 ・淡路大震災)

　コンパク ト・タウン構想

　東灘区中期計画 「地域の将来像 を描 く」

　行政政策 としては、特定の地域でのテス ト的な取 り組み、全市的に展開された活動、あるいは住

民組織が主導権を持って進めた もの、行政が一方的に押 し付 けたものなど、 さまざまな形態がある。

ではこれらの政策 と事例 について主なものだけであるが、順 に見てい こう。

3　 丸 山 コ ミュニテ ィ

　1965年11月 、初めてマスタープランを作った神戸市が、 まずモデル ・コミュニテ ィに選んだのは

丸山地域であった。基本理念 としてあるのは、 コミュニティ意識をは ぐくむような近隣住区づ くり

である。

　1966年 、先に述べた 「住み よい神戸を考える会」が発足 して、第1回 の住民懇談会の相手が丸 山

一13一



地区文化防犯協議会であった。この協議会は丸山地区の90%以 上が会員 となってお り、住民の生活

課題の解決に力 を発揮 していた。

　 この地域の概要 を簡単に述べ ると、

神 戸市長田区の北部・六甲山の南 山麓 に位置 し・広 さは210haで 中学校 区 とほぼ一致する区域であ

る。人口は、1960年 には8,000人 であったものが、70年 には22,000人 と急増 している。

　 この ような急激な人口増加 により、地域内の道路問題や こどもの事故などが増加 し、地域環境問

題で住民運動が起 こってきた。 この運動の中で、神戸市行政側 も参加するコミュニテ ィ研究会が開

催 され、共同で問題解決 を図る機運が生 まれた。

　 そ して71年 には、自治省のモデル ・コミュニティ構想(全 国で40箇 所)の ひとつに選 ばれた。

　 しか し、なん と言って も丸 山コミュニテ ィが全国的に注 目されたのは、 コミュニテ ィ ・ボン ドの

発行によってである。

　 運動の中で、地域 の 「ヘ ソ」 となるセ ンターがほ しい という声が起 こって きた。モデル ・コミュ

ニティにおいては、 コミュニティ施設 を建設するにあた り、必要な資金を証券の形で地区住民に引

き受 けてもらう制度を自治省が提唱 していたのである。 このことを通 じてコミュニテ ィ意識 を育て

ると言 うのが趣 旨であるが、実際には全国で40数 箇所のモデル ・コミュニテ ィの うち実施にいたっ　・

たのは丸山地区のみであった。

　 コ ミュニテ ィ ・センター一建設費用の1億5千 万円の20%、3,000万 円の証券が発行され、住民によ

って消化された。 こうしてコミュニティ ・セ ンターは73年 秋に完成 した。

4　 学校公園構想

　先 に述べ た神戸市のマスタープランの審議過程で、近隣住 区にコミュニテ ィ形成の方向づけをす

るべ きだという意見が提起 され、その核 として位置づけ られるのは、欧米諸国での教会 にあたるも

の として、 日本では小学校ではないか とする意見が強かった とされている。そこで、近隣住区の単

位 として校 区コミュニテ ィを想定 し、学校、公園、公益施設、シ ョッピング施設を集めようとす る

構想が生まれた。

　 この背景には都市化の進展で、こどもの遊び場や市民の憩 いの場の確保が必要 となったが、用地

確保や予算の制限か ら、公園を設置 した くてもできない都市 の実情があった。そ こで教育施設の運

動場 を開放 しようと言 う動 きが出てきた。 しか し、当然、学校管理者か らは強烈な反対があった。

縦割 り行政の中では、具体的な問題 として、マスタープランを策定する企画局、公園をつ くる都市

計画局、子 どもの教育 と学校施設を管理する教育委員会のそれぞれの立場か らかな りの意見の開き

があった とされる。

　 この ような中で、最初 の試みは、1965年 に灘 区の六甲小学校、長田区の五位の池小学校で始め ら

れた。手法 としては、校舎 と運動場が コンパク トにセ ッ トされて しまった市街地の学校で、運動場
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開放を円滑に行 うため、一校 あた り500万 円の経費 をかけて市民 に開放する部分 と学校機能本体 を金

網で仕切 ったとい うものである。

　 これは学校公園構想 と言うには、あまりに も当座 しの ぎの試みであった。 しか し、議論の当否は

ともか くとして、この試みは試行錯誤 を重ねつつ、毎年開放校数を拡大 し現在に至 っている。

　本格 的な学校公園構想が実現 したのは、1973年 、市が開発 した団地である須磨区高倉台地区にお

いて、高倉台小学校が、地域の コミュニティ ・セ ンターとして学校 開放 を想定 して設計 ・建設され

た。 これは、全国的にも先進的事例 として注 目されたが、その後 このような形での小学校建設は続

かなかった。

5　 真野の まちづ くり

　昨今、神戸市 におけるまちづ くりの事例 として、真 っ先に取 り上げ られるのは 「真野」である。

まちづ くりは、何かの課題が持ち上がった とき、住民の運動 として盛 り上がることがあっても、そ

れが解決 し収束 したあとは、続かな くなる例がほとんどである。真野が注 目されるのは、30年 以上

にわたって、常に新 しい課題に取 り組 んで住み よい まちを作 って きた継続性 と、行政 とは一・線を画

して常に住民の主体性 を貫いて きた姿勢である。

　真野地区は、長田区の南部 に位置 し、広 さは40ha、 当時の人口は2,200世 帯4,500人 であった。店

舗、町工場が混在する下町情緒の濃い地域である。

　 ここでは、地域の特性 として公害問題が発生 し、1960年 代か ら公害に対す る住民運動がスター ト

した。

　その後、真野地区を住みよい町に してい くという継続的な運動が立ち上が った。その時々の生活

課題である住環境 の整備、高齢者福祉 などに活動を展開 しなが ら発展 した。そ して生活課題を解決

するだけに とどまらず、住みよいまちを積極 的に作 っていこうとすれば、将来構想が必要 になって

くるのは当然の成 り行 きである。

　そ こで1980年 、真野地区まちづ くり推進会が 「真野まちづ くり構想」をまとめる。1981年 に、「神

戸市地区計画及びまちづ くり協定に関する条例」が制定 されると、推進会はいち早 くまちづ くり条

例上の まちづ くり協議会 として認定 され、82年 にはこの内容 に沿って、神戸市長 との問で 「まちづ

くり協定」が締結 された。同時 に真野地区計画が都市計画決定 されている。これによってハー ド面

での住民参加型のまちづ くりのひとつの典型を形づ くることになる。

　 しか し、その後、真野地区は阪神大震災 によって大 きな被害 を受けた。そ こか ら立ち直る過程で

も、い くつかの貴重な事例を全 国発信 し、記録 としても残 している。

　 ところで、真野地区において地域の核 とも言えるコ ミュニティ ・セ ンターがで きたのは震災後で

ある。震災復興計画の中で、 さまざまな制度 を工夫 して、 シルバーハ ウジングや児童館 も一緒 に入

った建物に、真野地域福祉セ ンター として平成9年 に設置 された0こ こでは大 きな集会所 と厨房 を
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持 ち、給食 サー ビスが で きる よう になってい る。

6　 都市計画法によるまちづ くり協議会

　先に述べた真野のまちづ くりでひとつの転機 となったのが、「神戸市地区計画及びまちづ くり協定

等 に関する条例」(1981年12月 制定 　いわゆるまちづ くり条例)で ある。

　 この条例 は、前年の都市計画法改正により導入 された地区計画制度の運用 を目的 として制定 され

たが、それにとどまらず、 まちづ くり協議会 に法的位置づけを与えて住民参加の方法 を提示 したこ

とに大 きな意義があ り、全国的に注 目されることとなった。

　都市計画であるか ら、一定の地域を限定 し、そ こでまちづ くりを進める住民組織の相手方を特定

しなければならないが、 この条例第4条 で定め られている市長が認定する 「まちづ くり協議会」の

要件は以下の ようである。

(1)地 区の住民等の大多数により設置されていると認め られるもの

(2)そ の構成員が、住民等、 まちづ くりについて学識経験 を有す る者その他 これ らに準ず る者であ

　　 るもの

(3)そ の活動が、地区の住民等の大多数の支持 を得ていると認められるもの

　　 というように、かな りあいまいな基準で認定 されることになっている。既成の 自治会や町内会

　　 を母体 とすることも可能である。

　 この条例によって活動 している住民のまちづ くり協議会は現在数十に上 るが、締結されたまちづ

くり協定は12で ある。「まちづ くり協定」締結 に至 るのはそれほど容易なことではないということを

物語 る数字である。

　真野の場合 は既 に成熟 した地域 コミュニテ ィがあ り、それがこの条例 によって、ハー ド面のまち

づ くりの具体 的なよりどころを得て結実 したと言 うことである。

　従 ってこの条例が、一般的にコミュニテ ィ形成 にどの ように関わるかは、 まだまだ研究の余地が

ある。

7　 ふれあいの まちづ くり協議会

　神戸市では、1980年 代 に入 り、背景に高齢化社会の進行があって、地域福祉の必要性が認識 され

は じめた。

　1977年 に制定された 「神戸市民の福祉 を守る条例」に基づ き、近隣住区の中で、地域の人材 や情

報等の福祉資源 を活用 して、地域 の福祉 ニーズを解決す るために構想 されたのが 「ふれあいのまち

づ くり協議会」であ り、その拠点 として設置が進め られたのが地域福祉セ ンターである。
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　当初、神戸市の福祉施設の中枢 ともい うべ き 「しあわせ の村」に対 して、「しあわせの まちづ くり」

と表現 されたこの構想は、

　 「それぞれの近隣住区のなかに、市民が相互に交流 と人間関係 を保 ちなが ら、 自らの地域の福祉

ニーズを見出 し、その解決のために身近 にある福祉資源を活用 して、そのニーズを満た しつつ、 自

らもまたボランティアとして奉仕する機会 を見出すことによって、将来の福祉 コ ミュニティの実現

への足がか りをつ くろうとす るもの」(註2)で あ り、福祉 コミュニティという概念が打ち出されて

いる。

　1990年 に制定 された神戸市ふれあいのまちづ くり条例第3条 には、ふれあいのまちづ くり協議会

について、

　 「協議会は、地域福祉の向上 を図るため、地域の福祉 関係団体および公共的団体の代表者並びに

地域の住民により自主的に組織す るものとす る。

　協議会は、センターその他の施設を活用 し、地域福祉活動を実施する ものとす る。 この場合にお

いて、市長は協議会に対 し必要な援助 をすることがで きる。」

と規定 されている。

　 これによって、ふれあいの まちづ くり協議会は、福祉活動をする組織 として想定 されていること

がわかる。

　 このような経過 の下に、第1番 目の地域福祉セ ンターは1986年 に高倉台に建設 された。その後20

年の間に、毎年計画的に建設が続け られ、現在185館 が整備 されている。1991～94年 にかけては毎年

20数 館ずつ建設 されていることか ら見て も、神戸市がこの事業にどれだけ力 を入れていたかが うか

が える。

　 しか し本来は、その地域 の福祉ニーズにもとついて住民の個人や団体のボランティア活動が先行

して、それが施設に結実すると言 う理念であった ものが、いつの間にか箱物建設が 目的にな り、活

動 はあとか ら付いて くるという形 になっていった。

　従って、地域福祉セ ンターでの活動内容やその地域 のコミュニティ形成は、地域によって全 く違

う様相 を呈 しているというのが現実である。利用者が高齢者に偏っていた り、貸 し館事業が多 くな

った りと、問題がないわけではないが、利用のされ方は多様性 に富んでお り、利用率は高い。

　震災時には百数十館が完成 していたと思われるが、その多 くが、地域 の避難所 として利用 され大

きな役割を果た した。

　ある調査によると、

「一次避難場所 となった主 な公共施設には、公民館(22)小 学校(88)地 域福祉セ ンター(122)が

あ り　 一 中略一　共通す ることは、まずその場所が破壊 されてな く安全 であるとい う確認作業がな

され安堵の気持 ちを持った後、そこに集まった人たちによって緊急活動拠点として発動 し始めるこ

とである。一 中略一　そ して救援活動が迅速に行われた場所には、それな りの地域活動が 日常的に
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なされていたことが記 されている。

つ まり安全 な構造物 と普段 の地域活動が、一次避難所が形成 され る条件であったと考え られる。」

(註3)

　整備が始 まってか ら10年 ほ どの新 しい施設 と、 日常的な福祉活動 とい う実績 を持つ地域福祉セ ン

ター(ふ れあいのまちづ くり協議会)が 、非常時に役立 ったということが うかがわれる記述である。

　それまで地域のセ ンター機能を持つ建物 は、地域の成立過程によってさまざまで、財産区の会館

であった り、町内会館であった り、団地の集会所であった りして住民の自由な利用が難 しかった。

またその ような施設が近隣住区に全 くない地区もあったが、地域福祉セ ンターの建設によって、少

な くとも小学校区に1つ 、セ ンター機能 を持つ建物ができたことの意味は大 きい といえるのではな

いだろうか。

8　 ま とめ

　振 り返ってみると、神戸市のコミュニティ政策 とその形成にはいくつかの特徴があることがわかる。

　 まず、まちづ くりのさきがけとなった丸山、真野地区におけるコミュニテ ィ形成に共通するのは、

公害、道路などの住環境問題に対する住民運動がスター トになっていることである。

　住民主導で地域の課題解決 に成功 した先見的な事例 として、大 きな役割 を果た したが、成功の要

因 としては、 まちづ くりに対する長期的な展望 を持って運動 を展開 し、対立はあ りなが らも行政 と

も連携 して運動 を展開 した。 また両者 に共通す るのは、指導力を持つ リーダーの存在が大 きいこと

であ る。地域の広 さに関 しては、小学校 区ない しそれ よりも狭い地域での活動である。住民が きめ

細かな活動を展 開するには、それが適当な大 きさであるとい うことであろう。

　次 に、学校公園構想による学校開放 と、ふれあいのまちづ くり協議会の活動が全市 に広がったの

は、行政主導の地域政策としてほぼ全市に施設整備がなされたことである。 さらに市が補助制度 を

設 けることによって継続的な活動が展開 された。これ らの施設は原則 として小学校区を単位 として

構想 されている。

　 まちづ くり協議会 と、ふれあいのまちづ くり協議会は、都市計画 と福祉 という、行政課題 を担っ

て制度的に発足 した ものである。まちづ くり協議会は地区計画の決定 という非常 に高度な意思決定

であ るので、そこにいたるまでにかな りの道程がある。神戸市では専門家(コ ンサルタン ト)の 派

遣 という支援制度 を設けている。

　ふれあいの まちづ くり協議会は地域福祉セ ンターという施設を持 ったことにより、多様性に富ん

だ活動が可能になった。そこで行われる事業に、補助金 を出すことによって活動支援二も行っている。

　 これらを通 して言えることは、コミュニティの形成は、住民の自主的な活動だけでは自然に拡がってい

くわけではない、行政施策として目的と展望を持って長期的に育成していく必要があるということである。

　神戸市が行政の課題 として地域 コミュニテ ィの形成を意識 し始めてか ら、ほぼ半世紀が経過 しよ

一18一



うとしている。都市の生活環境は変わ り、住民の意識 も変わっている。特 に神戸市では、阪神 ・淡

路大震災を経験 した ことで、住民 も行政 もコ ミュニティに関する認識が変 わった といえる。住民は

行政に頼れず、 自力で立ち直 らざるを得 ない経験か ら自立 を学び、行政はなす術のない現実 を目の

前 にして、 自らの限界と無力を知った。そこか ら学んだことは大 きいが、都市の住民は 日々入れ替

わってい く。震災を経験 した住民は、地域にもよるが、東部地域では全住民の50～60%に 減少 してい

るのではないだろうか。地域 コミュニティの重要性を認識 したといって も、それは 日々風化 してい

くのである。

　今、住民 と行政の両者が地域 コ ミュニテ ィの重要性 を言 うとき、そのス タンスには微妙なずれが

あると、私は感 じている。

　生活の場所である地域で快適な生活 を送るために、 インフォーマルな人的つなが りとしての コミ

ュニテ ィと、課題解決のためにその地域での組織意思の決定を担 うコミュニテ ィは、見た目やメ ン

バーは同 じであることもあるが、違っていて当然である。行政が地域に求めることが、地域の実情

に沿わなかった り、過大であった りしてはいけない。

　一方で、住民が 自己決定をする必要のある課題は、都市計画のハー ド面か ら地域福祉などのソフ

ト面、あるいは伝統 を守る行事や親睦のためのイベ ントなどへ と広が っている。

　あ くまで も住民が 自らの生活課題や興味 などに従 って、地域 で自発的な活動を始める、そこか ら

まちづ くりへ と発展する契機があるのは確かなことである。

　行政はその条件 を整えて援助すること、そ して住民が 自ら下 した決定を尊重する。それを、市や

区 といった行政機関が計画や実行に反映 させるシステムが大切 なのではないだろうか。

(註1)桜 井宗男 ・大河原徳三 ・児島雄次　学校公園構想 とその周辺

　　　 行政計画の理論 と実際　勤草書房(1972年5月)319頁

(註2)今 井鎮雄　市民福祉の展望 と課題　都市施策43号(1986年4月)66頁

(註3)浅 野平八 ・光野秀治 ・広田直行　阪神大震災における避難所調査一神戸市地域福祉セ ンター

　　　 を中心 として一

　　　 日本大学生産工学部研究報告(1996年12月)13頁
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